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はじめに 

 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から 11 年が経過しました。 

本県では、これまで、震災からの復興の道筋として策定した「宮城県震災復興計画」に基づき、国内外

からの御支援をいただきながら、県民と力を合わせ全力で復旧・復興に取り組んでまいりました。 

 

まちづくりにおいては、「宮城県震災復興計画」の土木・建築分野の部門別計画である「宮城県社会資

本再生・復興計画」の基本理念「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能な宮城の県土づくり」に

基づき、災害に対して粘り強い県土構造への転換を図るよう、高台移転、職住分離、多重防御による大

津波対策など、沿岸防災の観点から、被災教訓を活かした「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」に

取り組んでまいりました。 

沿岸被災市町の復興まちづくり事業については、早い地区では平成 24（2012）年度に住宅の建築が

可能となり、令和 2（2020）年度末には、防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業及

び津波復興拠点整備事業の全 242 地区において、住宅などの建築が可能となっております。 

 

また、近い将来の発生が指摘されている大規模地震に目を向けると、関東から九州の広い範囲で強い

揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ地震は、今後 30 年以内に発生する確率が 70%とされてい

ます。 

そのような中、国土交通省では、今後の大規模な津波災害発生時において、早期回復を図るため、東

日本大震災からの復興まちづくりの取組過程における知見や教訓を整理し、復興まちづくりの各段階に

おいて想定される課題と事前準備の取組内容や留意点などを「津波被害からの復興まちづくりガイダンス」

（平成 28（2016）年 5 月）、「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」（平成 30（2018）年 7 月）として

取りまとめました。 

 

本書は、沿岸被災市町がどのように復興まちづくり事業に取り組んできたかに焦点を当てて、実際に行

われた取組とそこから得た教訓について、沿岸被災市町の職員から直接御意見などを伺い、「初動期段

階」「事業計画段階」「事業実施段階」の各段階に応じて、復興の手順やポイントをそれぞれ取りまとめて

おります。 

 

本書により、東日本大震災で被災した市町の復興過程や事業の取組が長く後世に伝承されるとともに、

国土交通省が策定したガイダンスやガイドラインとともに、今後の大規模災害に備える自治体への一助と

なれば幸いです。 

 

結びに、これまで本県の復興まちづくり事業の推進にあたり、多大なる御支援と御協力をいただいた皆

様に対し、心より感謝申し上げるとともに、本書の取りまとめにあたり、アンケートやヒアリングなどにご協力

をいただいた沿岸被災市町の職員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

令和4（2022）年3月 

宮城県土木部長 佐藤 達也 
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序 復興まちづくりの伝承 

 

１．目的 
復興まちづくりの伝承資料は、本県の沿岸被災市町が取り組んできた東日本大震災からの

復興まちづくり事業について、進めながら困ったことや実際に対応することにより得られた

教訓を復旧・復興の段階ごとに整理し、後世への伝承と大規模地震の発生が懸念される自治

体の事前復興や発災後の取組の参考に資することを目的とする。 
 

２．取りまとめの対象 
（１）対象とする自治体 

本書が取りまとめの対象とする自治体は、本県沿岸部で津波被害を受けた次の 8市 7町（15

沿岸被災市町）とする。 
気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、 
多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町 

 
（２）対象とする事業 

本書が取りまとめの対象とする事業は、原則として、復興まちづくりにおいて市街地整備

を担った次の 3事業とする。 
防災集団移転促進事業（以降「防集事業」とする） 
被災市街地復興土地区画整理事業（以降「土地区画整理事業」とする） 
津波復興拠点整備事業（以降「津波拠点事業」とする） 

 
防集事業  
防集事業は、被災地域において住民の防災上、

居住に適さない区域にある住居の安全な場所へ

の集団的移転を行うための事業である。 
 

 

土地区画整理事業  
土地区画整理事業は、公共施設と宅地を一体

的・総合的に整備する手法として、市街地整備手

法の中心的役割を担う事業である。 
 

 

津波拠点事業 
津波拠点事業は、津波被害からの復興の拠点と

なる市街地を用地買収方式で緊急に整備するも

ので、被災地の復興を先導する拠点となる市街地

の形成を支援するために創設された事業である。 

 

  

住宅・公益系 業務系 
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３．本書の見方 
本書の作成にあたっては、本県の 15沿岸被災市町が取り組んだ復興まちづくりについての

公開資料、沿岸被災市町へのアンケートやヒアリングなどを基に取りまとめている。 
本書の構成は、「初動期段階」、「事業計画段階」、「事業実施段階」の復旧・復興の段階ごと

に整理している。沿岸被災市町の取組や「津波被害からの復興まちづくりガイダンス（H28.5、

国土交通省都市局）」から復旧・復興に取り組む際の要点を【POINT】として記載し、説明の

補足となる取組を【参考】として記載している。なお、出典として掲載しているホームペー

ジのアドレスは令和 2年 3月時点のものである。 

本書の構成は、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

〔①取組項目〕 

初動期段階、事業計画段階、事業実施段階の

各段階における取組項目 

〔②目的〕 

各取組項目の目的を記載 

〔③取組〕 

各取組項目における手順 

〔④説明内容〕 

取組の手順ごとの説明内容（該当ページ） 
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〔⑥対応しながら困ったこと〕 

対応したことと、その中で困ったことを記載

詳細は〔⑨本文〕に記載 

〔⑦実際に対応したことから得られた教訓〕 

⑥の困ったことに対して実際の対応などか

ら得られた教訓を記載 

〔⑧事前対応、事後対応の整理〕 

教訓が事前に取り組めることか事後に取り

組むことかを示す凡例 

〔⑤アイコン〕 

沿岸被災市町へのヒアリングなどから

整理した内容〔令和 3 年 1 月実施市町

ヒアリング（県土木部）〕 
 
「津波被害からの復興まちづくりガイ

ダンス」（H28.5、国土交通省都市局） 
「復興まちづくりのための事前準備ガ

イドライン」（H30.7、国土交通省都市

局）を参考に整理した内容 
 

 

 ガ 

ヒ 

〔⑨本文〕 

本文は原則として「沿岸被災市町が行ったこ

と」を記載 

〔⑩POINT〕 

取組内容のポイントを記載 

〔⑪参考〕 

説明の補足となる取組を記載 
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